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ここが知りたい（一般質問）

平成30年９月第３回　木島平村議会定例会　行政事務一般質問　要旨

　一般質問は、議員が行政全般にわたり、村長はじめ執行機関に対し、事業・
事務等の執行状況や将来に対する方針などについて公に質問したり、報告・説
明を求めたりできる大事な機会であり、村民から期待や関心を持たれる議員活
動でもあります。
　９月議会では、以下の項目について質問がありました。
　なお、要旨は質問者自らでまとめたものです。

吉川　　昭　議員 ①渇水対策について

江田　宏子　議員

①景観維持について
②病気の早期予防対策に向けて
③ＩＣＴ（情報通信技術）推進への対応について
④新学習指導要領への対応について
⑤地方公務員法の改正に伴う今後の職員体制について

萩原　由一　議員
①渇水対策について
②介護保険料の誤徴収について
③平成29年度決算審査意見について

勝山　　卓　議員
①村政運営について
②小中学校の空調設備設置について
③通学路安全確保対策について

土屋喜久夫　議員
①第６次　村総合振興計画の進捗状況について
②多角的農業基盤の確立を
③障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律について

※一般質問部分の会議録は、村の公式ウェブサイトでご覧いただけます。
　ウェブサイトのトップページの右側にある「行政一覧」の中から「木島平村議会」を選びます。
　木島平村議会　⇒　会議録　⇒　一般質問　⇒　平成30年９月第３回木島平村議会定例会一般質問
　の順に進んでください。

○１１月臨時会
　　１１月１９日（月）
　　午前１０時　開会

○請願・陳情の受付締切日
　　１１月２２日（木）

議会全員協議会（議員のみ）
10月18日（木）

　議員のみの議会全員協議会
を開催し、次の項目を協議し
ました。　

・災害発生時における議会
及び議員の行動

　災害時の議会の役割につい
て、過去の研修から得た情報
や近隣議会の状況を参考に協
議を行い、本村での議員活動
指針を作成することとしました。

○１２月定例会の開会予定
　　１１月３０日（金）～
　　１２月１４日（金）

　請願・陳情は、早めに議会事務局に
提出していただき、事務局員に内容の
説明をお願いします。
　提出方法等ご不明な点は、お気軽に
議会事務局までお問い合せください。

お知らせ 報　告
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質
　
問

　

７
月
初
め
の
大
雨
以
降
、
８
月
の
お

盆
ま
で
し
っ
か
り
と
し
た
雨
が
無
く
、

７
月
20
日
頃
か
ら
畑
の
作
物
に
も
影
響

が
出
始
め
、
水
田
も
場
所
に
よ
っ
て
は

水
不
足
が
始
ま
っ
た
。
７
月
末
に
は
10

日
以
上
水
が
掛
か
ら
な
い
こ
と
で
、
土

は
干
割
れ
て
白
く
な
り
、
稲
の
葉
先
が

萎
れ
て
枯
れ
始
め
る
水
田
が
、
蟹
沢
地

区（
北
鴨
）で
も
あ
ち
こ
ち
に
出
始
め
た
。

　

で
は
、
水
は
無
か
っ
た
の
か
と
い
う

と
、
大
き
な
河
川
の
絶
対
量
は
少
な
い

が
、
今
年
は
涸
れ
た
状
態
で
は
な
か
っ

た
。
バ
ラ
ン
ス
の
問
題
で
あ
り
、
あ
る

所
と
な
い
所
が
極
端
に
な
っ
た
結
果
で

あ
る
。
常
に
水
を
張
っ
て
あ
る
田
、
10

日
以
上
水
の
掛
か
ら
な
い
田
な
ど
が
あ

る
。
こ
れ
は
上
流
・
下
流
、
ま
た
、
そ

れ
ぞ
れ
の
水
路
に
よ
っ
て
も
差
が
あ
る
。

一
度
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
る
と
次
々
に
影

響
が
広
が
る
。

　

平
成
６
年
の
大
干
ば
つ
は
７
月
か
ら

９
月
ま
で
雨
は
降
ら
ず
、
馬
曲
川
は
涸

れ
た
状
態
で
あ
っ
た
。
例
年
、
上
堰
円

筒
分
水
よ
り
北
鴨
側
に
水
が
流
れ
な
い

時
期
で
も
、
平
成
６
年
当
時
は
努
力
い

た
だ
き
流
れ
た
が
、
今
年
は
流
れ
な

か
っ
た
。
ま
た
、
当
時
は
今
後
に
備
え

貯
水
の
池
を
造
る
具
体
的
な
計
画
ま
で

検
討
さ
れ
た
が
実
現
は
し
な
か
っ
た
。

①
渇
水
対
策
本
部
が
設
置
さ
れ
て
何
を

検
討
さ
れ
た
か
。

②
ど
の
地
区
が
水
不
足
と
判
断
さ
れ
、

ど
の
よ
う
な
措
置
を
さ
れ
た
か
。

③
今
後
の
対
応
は
ど
う
か
。

④
上
堰
の
事
務
局
は
何
を
さ
れ
た
か
。

⑤
大
川
の
水
の
再
利
用
は
ど
う
考
え
る

か
。

⑥
全
て
を
見
て
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
人
が

必
要
と
思
う
が
、
誰
が
や
る
の
か
、

そ
れ
と
も
で
き
な
い
の
か
。

村　

長

　

渇
水
状
態
が
続
き
農
作
物
へ
の
影
響

が
出
始
め
た
の
で
、
７
月
31
日
に
渇
水

対
策
本
部
を
設
置
し
、
節
水
を
呼
び
掛

け
た
。
将
来
的
に
は
恒
久
的
な
対
応
は

必
要
と
考
え
て
い
る
。

髙
木
産
業
課
長

①
土
地
改
良
区
や
水
利
組
合
等
の
関
係

団
体
に
つ
い
て
は
、
農
業
用
水
確
保

の
た
め
に
要
し
た
揚
水
ポ
ン
プ
等

の
電
気
料
金
や
燃
料
代
の
補
助
制

度
を
設
け
、
活
用
を
広
く
呼
び
掛
け

た
。
ま
た
、
上
堰
管
理
委
員
会
に
よ

る
樽
川
か
ら
の
取
水
量
確
保
の
た

め
の
作
業
等
の
対
策
を
進
め
た
。
渇

水
状
況
把
握
の
た
め
に
、
全
村
水
路

調
査
を
し
、
水
量
の
確
保
が
困
難
な

地
区
に
つ
い
て
は
、
平
成
６
年
の
対

策
と
同
様
、
冬
季
の
無
散
水
消
雪
施

設
の
用
水
を
使
っ
て
の
増
水
に
つ

い
て
、
建
設
事
務
所
に
許
可
を
受
け

る
べ
く
交
渉
し
た
も
の
の
、
結
果
的

に
許
可
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
。

②
北
鴨
の
原
堰
、
中
村
堰
下
流
域
概
ね

８
ha
。
そ
れ
と
、
大
塚
沖
の
一
部
。

そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
区
、
下
中
村
保
全

会
、
大
塚
沖
土
地
改
良
区
で
独
自
に

対
応
さ
れ
て
い
る
。

③
村
と
し
て
は
水
利
権
の
調
整
は
で
き

な
い
が
、
互
い
に
水
を
譲
り
合
い
、

補
完
し
合
う
と
い
う
機
能
が
非
常

時
に
発
動
で
き
る
調
整
組
織
が
必

要
だ
と
考
え
て
い
る
。
今
後
は
、
各

水
利
組
合
や
有
識
者
も
交
え
て
調

整
組
織
の
設
置
を
し
て
い
く
。

④
上
堰
管
理
委
員
会
役
員
と
樽
川
取
水

口
の
水
量
点
検
を
し
、
取
水
量
の
確

保
に
向
け
た
調
整
業
務
を
し
た
。

⑤
一
級
河
川
大
川
に
は
上
堰
、
下
堰
、

中
島
堰
の
余
水
が
流
入
し
て
い
る
。

渇
水
の
今
期
に
お
い
て
も
、
潤
沢
な

水
量
が
あ
っ
た
。
こ
の
水
は
、
市
之

割
地
区
、
宮
の
島
地
区
の
一
部
で
用

水
と
し
て
活
用
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら

に
は
、
樽
川
の
河
床
下
を
潜
り
、
飯

山
市
木
島
地
区
の
用
水
と
し
て
使

用
さ
れ
て
い
る
。
一
級
河
川
で
あ
る

た
め
、
大
川
の
水
を
利
用
す
る
に

は
、
県
知
事
へ
の
許
可
水
利
権
申
請

が
必
要
と
な
る
。
そ
の
際
に
は
流
量

調
査
を
行
い
、
余
水
の
利
用
に
つ
い

て
、
現
水
利
権
者
の
承
諾
を
得
た
う

え
で
、
取
水
の
位
置
、
工
法
、
構
造

等
を
あ
ら
か
じ
め
具
体
化
し
設
計

す
る
必
要
が
あ
る
。

⑥
慣
行
水
利
権
に
行
政
の
権
限
は
及
ば

な
い
た
め
、
村
全
体
の
水
利
調
整
を

強
制
的
一
本
の
指
示
系
統
で
行
う

こ
と
は
現
実
で
は
困
難
。
現
時
点
で

は
、
互
い
に
譲
り
合
い
な
が
ら
補
完

し
合
う
と
い
う
機
能
を
非
常
時
に

発
動
で
き
る
調
整
組
織
の
中
で
検

討
し
た
い
。

再
質
問

③
⑥
各
水
利
組
合
や
有
識
者
も
交
え
て

　

の
調
整
組
織
の
設
置
を
具
体
的
に
。

④
平
成
６
年
は
中
間
取
水
を
桝
で
制
限

し
た
よ
う
で
あ
る
。

⑤
上
に
戻
す
、
横
に
引
く
等
あ
る
が
、

ど
う
検
討
す
る
か
。

髙
木
産
業
課
長

③
⑥
秋
の
農
作
業
終
了
後
、
直
ち
に
有

識
者
、
関
係
者
に
お
集
ま
り
い
た
だ

き
検
討
す
る
。
調
整
を
村
の
立
場
で

強
制
力
を
持
っ
て
は
出
来
な
い
。
有

事
の
時
に
働
く
機
能
を
担
保
す
る

組
織
の
設
置
を
考
え
て
い
る
。

④
今
回
集
ま
っ
て
い
た
だ
い
た
方
の
中

に
平
成
６
年
当
時
の
ノ
ウ
ハ
ウ
が

な
か
っ
た
。

⑤
大
川
の
水
の
再
利
用
に
つ
い
て
は
③

⑥
の
調
整
組
織
の
中
で
検
討
す
る
。

１
．
渇
水
対
策
に
つ
い
て

吉川 　昭 議員

質
　
問

再
質
問
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質
　
問

　

本
村
は
、
全
域
が
県
の
「
景
観
育
成

重
点
地
域
」
に
指
定
さ
れ(
県
下
で
全

域
指
定
は
本
村
の
み)

、
誇
る
べ
き
景

観
で
あ
り
、
大
事
に
し
た
い
。

　

開
発
行
為
等
に
つ
い
て
、
自
然
保
護

条
例
の
対
象
地
域
（
高
社
山
麓
・
カ
ヤ

の
平
・
馬
曲
）
は
自
然
保
護
審
議
会
の

委
員
で
審
議
す
る
が
、
そ
れ
以
外
の
地

域
は
、
ど
こ
で
審
議
す
る
の
か
。

土
屋
建
設
課
長

　

担
当
課
で
判
断
す
る
。
判
断
基
準
は
、

自
然
保
護
条
例
施
行
規
則
第
７
条
。

（
開
発
行
為
に
関
す
る
留
意
点
等
）

再
質
問（
大
型
ソ
ー
ラ
ー
パ
ネ
ル
対
策
）

　

景
観
や
反
射
光
等
で
、
メ
ガ
ソ
ー

ラ
ー
設
置
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
自
治

体
が
あ
る
。
景
観
は
観
光
資
源
と
し
て

も
大
変
重
要
。
沿
道
住
民
と
の
協
議
も

必
要
で
は
な
い
か
。

　

ま
た
、
今
後
、
景
観
条
例
の
策
定
や

要
綱
の
見
直
し
な
ど
、
あ
る
程
度
の
規

制
が
必
要
で
は
な
い
か
。

土
屋
建
設
課
長

　

県
は
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
も
推
進
し
て

お
り
、行
政
の
立
場
で
完
全
に
「
ノ
ー
」

と
は
言
え
な
い
。
内
部
で
慎
重
な
審
議

を
し
、
許
可
は
決
裁
を
得
て
出
し
た
い
。

村　

長

　

村
と
し
て
は
景
観
を
守
り
た
い
が
、

地
球
全
体
で
は
持
続
可
能
な
発
展
、
人

類
が
目
指
す
最
終
的
な
一
番
の
幸
福
に

対
し
、
各
自
治
体
で
何
が
で
き
る
の
か

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
大
変
難
し
い

問
題
。
そ
の
兼
ね
合
い
に
つ
い
て
は
今

後
検
討
し
た
い
。

質
　
問

①
乳
が
ん
は
、
女
性
で
は
「
が
ん
部
位

別
罹り

患か
ん

率
」
ト
ッ
プ
で
、
年
々
罹
患

者
も
増
え
て
い
る
。
検
診
は
２
年
に

１
度
で
、
ま
た
、
高
濃
度
乳
腺
の
方

な
ど
、
マ
ン
モ
グ
ラ
フ
ィ
で
は
判
断

し
づ
ら
い
例
も
あ
る
。
超
音
波
検
診

と
交
互
に
毎
年
検
査
で
き
な
い
か
。

②
「
血
管
年
齢
測
定
」
の
健
康
管
理

検
診
へ
の
導
入
ま
た
は
計
測
コ
ー

ナ
ー
設
置
を
考
え
ら
れ
な
い
か
。

竹
原
民
生
課
長

①
乳
が
ん
検
診
は
厚
労
省
の
指
針
に
基

づ
い
た
検
査
方
法
で
進
め
て
い
る

が
、「
検
診
の
あ
り
方
」
の
検
討
状

況
も
注
視
し
て
い
る
。
超
音
波
検
査

を
取
り
入
れ
て
い
る
市
町
村
の
状

況
も
調
査
し
、
よ
り
良
い
検
査
方
法

を
研
究
し
た
い
。

②
動
脈
硬
化
等
が
実
感
し
や
す
い
検
査

で
も
あ
り
、
効
果
的
で
実
現
可
能
な

検
査
か
ど
う
か
調
査
・
研
究
し
た
い
。

質
　
問

　

在
宅
で
の
仕
事
や
シ
ェ
ア
オ
フ
ィ
ス

な
ど
、
ネ
ッ
ト
環
境
整
備
に
よ
り
、
地

方
に
移
住
す
る
若
者
も
増
え
つ
つ
あ
り
、

地
方
で
の
新
た
な
仕
事
創
出
の
可
能
性

も
広
が
っ
て
い
る
。

　

本
村
も
、
新
幹
線
駅
や
高
速
イ
ン

タ
ー
か
ら
の
ア
ク
セ
ス
の
良
さ
等
に
よ

り
、
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
や
研
究
所
、

個
人
で
の
起
業
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
活

動
拠
点
等
、
移
住
者
を
呼
び
込
み
や
す

い
要
素
も
多
い
。
誘
致
等
に
積
極
的
に

取
り
組
む
考
え
は
あ
る
か
。

村　

長

　

企
業
誘
致
に
よ
る
雇
用
創
出
や
人
材

確
保
に
よ
り
、
地
域
活
性
化
の
期
待
は

大
き
い
。
積
極
的
に
取
り
組
み
た
い
。

オ
フ
ィ
ス
と
な
る
物
件
や
移
住
者
の
住

居
が
空
き
家
の
利
用
に
繋
が
れ
ば
、
な

お
さ
ら
良
い
。

　

自
然
環
境
や
子
育
て
環
境
の
良
さ
を

売
り
と
し
て
、
企
業
誘
致
と
あ
わ
せ
て

個
人
へ
の
案
内
も
進
め
て
い
き
た
い
。

質
　
問

　

小
学
校
で
２
０
２
０
年
度
か
ら
導
入

さ
れ
る
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
プ
ロ
グ
ラ

ミ
ン
グ
」、「
外
国
語
活
動
」(

３
・
４

年
生)

、「
外
国
語
科
」(

５
・
６
年
生)

は
、
先
生
方
に
は
専
門
外
の
こ
と
も
多

く
、
負
担
増
が
懸
念
さ
れ
る
。

　

教
育
委
員
会
と
し
て
の
指
針
の
提
示

や
サ
ポ
ー
ト
体
制
な
ど
、
準
備
段
階
も

含
め
た
計
画
を
伺
う
。

教
育
長

　

改
訂
に
よ
り
、
３
年
生
以
上
の
標
準

授
業
時
数
が
年
間
35
時
間
増
え
る
。

　

英
語
は
、
今
年
度
か
ら
小
学
校
に
英

語
指
導
助
手
の
先
生
が
常
駐
し
、
専
用

教
室
を
設
置
し
た
こ
と
で
、
今
ま
で
よ

り
学
ぶ
環
境
が
整
っ
て
き
た
。

　

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
環
境
の

整
備
や
外
部
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
支
援
員
確
保
の

検
討
も
必
要
。

　

先
生
方
へ
の
情
報
提
供
、
積
極
的
な

研
修
・
支
援
を
図
っ
て
い
き
た
い
。

１
．
景
観
維
持
に
つ
い
て

江田 宏子 議員

２
．
病
気
の
早
期
予
防
対
策
に向

け
て

３
．
Ｉ
Ｃ
Ｔ
（
情
報
通
信
技
術
）

推
進
へ
の
対
応
に
つ
い
て

４
．
新
学
習
指
導
要
領
へ
の

対
応
に
つ
い
て

　

こ
の
他
、
５
．「
地
方
公
務
員

法
の
改
正
に
伴
う
今
後
の
職
員

体
制
に
つ
い
て
」
と
い
う
こ
と
で
、

２
０
２
０
年
度
か
ら
、
非
正
規
職
員

（
臨
時
・
嘱
託
等
）
の
位
置
づ
け
や

採
用
条
件
等
が
変
わ
る
こ
と
に
よ
る

村
と
し
て
の
影
響
と
対
応
に
つ
い
て

質
問
し
ま
し
た
。

質
　
問

再
質
問

質
　
問

質
　
問

質
　
問
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質　

問

①
道
路
に
敷
設
し
て
あ
る
消
雪
パ
イ
プ

の
井
戸
の
活
用
は
で
き
な
い
か
。

②
個
人
や
民
間
で
も
消
雪
用
の
井
戸
を

設
置
し
て
あ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、

活
用
で
き
な
い
か
。

③
水
不
足
に
な
る
水
路
付
近
に
、
新
た

に
井
戸
を
設
置
で
き
な
い
か
。

④
今
後
も
あ
り
う
る
こ
と
で
も
あ
り
、

恒
久
的
な
対
策
を
。

土
屋
建
設
課
長

①
国
県
道
の
消
雪
パ
イ
プ
や
井
戸
の
維

持
管
理
は
県
、
村
道
に
つ
い
て
は
村

が
維
持
管
理
を
し
て
い
る
。
村
道
関

係
の
消
雪
パ
イ
プ
は
３
ケ
所
あ
る

が
用
水
や
河
川
を
水
源
と
し
て
い

る
た
め
、
活
用
す
る
こ
と
は
難
し

い
。
国
県
道
関
係
で
は
、
飯
山
建
設

事
務
所
へ
６
月
の
中
・
下
旬
に
申
し

入
れ
を
行
い
、
７
月
24
日
に
飯
山

建
設
事
務
所
維
持
係
と
協
議
を
行

い
、
８
月
２
日
に
も
村
長
か
ら
申
し

入
れ
を
し
た
が
「
目
的
外
使
用
で
あ

る
」
な
ど
を
理
由
に
、
断
ら
れ
た
経

過
が
あ
る
。
消
雪
パ
イ
プ
の
井
戸
を

使
用
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る

と
考
え
る
。

③
新
た
に
井
戸
を
掘
削
す
る
場
合
、
事

前
調
査
の
費
用
、
掘
削
の
費
用
、
運

転
に
か
か
る
電
気
代
、
後
に
か
か
る

維
持
管
理
代
な
ど
多
額
の
費
用
を

誰
が
負
担
す
る
か
等
を
解
決
し
な

い
限
り
、
新
た
な
井
戸
掘
削
は
で
き

な
い
。
将
来
に
向
け
た
課
題
と
し
た

い
。

髙
木
産
業
課
長

②
原
則
的
に
は
、
井
戸
を
所
有
す
る
民

間
事
業
者
と
耕
作
組
合
・
水
利
組
合

等
と
の
貸
借
が
基
本
と
考
え
て
い

る
。
村
と
し
て
把
握
が
必
要
な
事
と

認
識
し
て
い
る
。

④
村
全
体
の
水
利
調
整
を
あ
る
程
度
の

強
制
力
を
も
っ
て
一
本
の
指
示
系

統
で
行
う
こ
と
は
困
難
な
こ
と
だ

と
認
識
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
調

整
組
織
の
中
で
検
討
し
て
い
き
た

い
。
恒
久
的
な
対
策
に
な
れ
ば
、
多

額
な
費
用
と
時
間
を
要
す
る
も
の

で
あ
り
、
将
来
的
な
課
題
と
考
え
て

い
る
。

質　

問

①
誤
徴
収
発
生
の
原
因
は
何
か
。

②
他
の
会
計
で
電
算
処
理
を
委
託
し
て

い
る
会
計
は
あ
る
か
。

③
誤
徴
収
は
本
村
だ
け
か
。

④
対
象
者
に
対
し
、
ど
の
よ
う
に
対
応

さ
れ
た
か
。

⑤
再
発
防
止
策
は
ど
の
よ
う
に
取
ら
れ

る
か
。

竹
原
民
生
課
長

①
昨
年
、
介
護
保
険
シ
ス
テ
ム
の
開
発

運
用
業
者
が
変
更
に
な
っ
た
。
昨

年
９
月
に
す
べ
き
処
理
を
10
月
に

行
っ
た
た
め
、
誤
っ
た
額
で
６
月
と

８
月
の
年
金
天
引
き
が
行
わ
れ
た
。

②
財
務
会
計
と
戸
籍
シ
ス
テ
ム
を
除
い

た
、
ほ
ぼ
全
て
の
会
計
（
34
会
計
）。

③
当
該
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
て
い
る
県

内
町
村
の
中
で
、
誤
徴
収
が
発
生
し

た
の
は
本
村
だ
け
。

④
お
詫
び
す
る
と
と
も
に
、
少
な
く
徴

収
し
た
皆
様
に
は
、
現
金
ま
た
は
口

座
振
替
に
よ
る
不
足
分
の
納
入
を

お
願
い
し
た
。
不
足
額
が
高
額
の
27

名
の
方
に
は
、
直
接
お
宅
を
訪
問
、

お
詫
び
と
経
過
説
明
を
行
い
、
不
足

分
に
つ
い
て
納
付
を
お
願
い
し
た
。

⑤
当
該
事
業
者
に
対
し
、
誤
り
の
な
い

シ
ス
テ
ム
運
用
と
不
備
だ
っ
た
確

認
機
能
及
び
確
認
体
制
の
精
度
を

高
め
る
よ
う
依
頼
し
た
。

質　

問

　

監
査
委
員
よ
り
平
成
29
年
度
の
決
算

に
対
し
９
項
目
の
審
査
意
見
が
挙
げ
ら

れ
た
。
そ
の
中
か
ら
３
項
目
に
つ
い
て

伺
う
。

①
農
の
拠
点
施
設
運
営
事
業
補
助
金
に

つ
い
て
、
村
補
助
金
交
付
規
則
に
基

づ
い
た
手
続
き
が
さ
れ
て
い
な
い

が
、
そ
の
妥
当
性
の
検
証
は
。

②
村
特
産
品
開
発
補
助
金
に
つ
い
て
、

補
助
対
象
外
の
経
費
が
含
ま
れ
て

い
る
が
、
こ
の
対
応
は
。

③
若
者
住
宅
売
却
に
当
た
り
、
一
連
の

事
務
処
理
が
不
適
切
で
あ
り
、
未
収

金
が
生
じ
、
長
期
に
わ
た
り
分
割
納

付
さ
れ
て
い
る
が
、
経
緯
と
対
応
は

ど
の
よ
う
に
さ
れ
る
か
。

丸
山
産
業
企
画
室
長

①
村
補
助
金
等
交
付
規
則
第
19
条
で
は
、

補
助
事
業
に
よ
り
取
得
し
た
財
産

の
目
的
外
使
用
等
に
つ
い
て
定
め

て
お
り
、
承
認
申
請
書
を
村
長
に
提

出
し
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
今
ま
で

の
協
議
や
承
認
申
請
、
承
認
は
す
べ

て
口
頭
で
あ
り
、
交
付
規
則
の
と
お

り
事
務
処
理
さ
れ
て
い
な
い
。
今
回

の
指
摘
を
受
け
、
改
め
て
承
認
申
請

書
の
提
出
を
求
め
、
事
務
処
理
を
進

め
る
予
定
。

②
「
玄
米
コ
ー
ヒ
ー
」（
農
業
振
興
公

社
で
製
品
化
）
の
補
助
対
象
外
経
費

相
当
額
の
返
還
手
続
き
を
本
年
度

予
定
し
て
い
る
。

武
田
総
務
課
長

③
定
期
監
査
時
に
報
告
す
る
。
指
摘
を

受
け
た
事
務
処
理
は
今
後
発
生
し

な
い
よ
う
進
め
る
。

１
．
渇
水
対
策
に
つ
い
て

萩原 由一 議員

２
．
介
護
保
険
料
の
誤
徴
収
に
つ
い
て

３
．
平
成
29
年
度
決
算
審
査
意
見

に
つ
い
て

質
　
問

質
　
問

質
　
問
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質　

問

　
「
村
民
主
役
の
村
づ
く
り
を
通
し

て
、
真
の
豊
か
さ
が
実
感
で
き
る
村
づ

く
り
」
の
実
現
に
向
け
て
取
り
組
ま
れ

て
き
た
が
、
こ
れ
ま
で
の
村
政
運
営
と

今
後
の
村
政
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。

ま
た
、
次
期
村
長
選
（
来
年
２
月
10
日

投
開
票
）
に
つ
い
て
の
考
え
は
。

村　

長

　
「
地
方
創
生
」
と
い
う
大
き
な
課
題
・

事
業
に
取
り
組
ん
で
き
た
が
、
時
代
の

変
化
と
と
も
に
村
民
生
活
の
向
上
に
対

し
て
取
り
組
む
べ
き
課
題
は
い
つ
も
新

た
に
生
ま
れ
、
行
政
は
そ
れ
に
対
応
し

て
い
く
必
要
が
あ
る
。
次
期
村
長
選
に

つ
い
て
は
、多
く
の
方
か
ら
「
続
投
を
」

と
い
う
声
が
あ
り
、
前
向
き
に
応
え
る

形
で
最
終
的
な
決
断
を
す
る
。

質　

問

　
「
災
害
」
に
匹
敵
す
る
レ
ベ
ル
と
言

わ
れ
た
今
年
の
猛
暑
。
子
ど
も
た
ち
の

学
習
・
教
育
環
境
改
善
・
整
備
は
村
の

責
務
で
あ
り
、
早
期
エ
ア
コ
ン
の
設
置

は
必
要
不
可
欠
と
考
え
る
。

①
学
校
の
ク
ー
ラ
ー
の
設
置
状
況
は
。

②
授
業
の
集
中
度
な
ど
児
童
生
徒
の
様

　

子
は
。

③
教
育
委
員
会
の
見
解
は
。

④
村
の
見
解
と
整
備
計
画
は
。

教
育
長

①
小
学
校
は
、
普
通
教
室
（
11
教
室
）

が
未
設
置
。
特
別
教
室
10
教
室
の
う

ち
４
教
室
に
設
置
さ
れ
て
い
る
。

　

中
学
校
は
、
普
通
教
室
（
８
教
室
）

が
未
設
置
。
特
別
教
室
12
教
室
の
う

ち
３
教
室
に
設
置
さ
れ
て
い
る
。

②
小
学
校
で
は
、
暑
さ
の
た
め
子
ど
も

た
ち
の
集
中
力
が
続
か
な
い
。
ま

た
、『
頭
痛
が
す
る
』『
具
合
が
悪
い
』

と
い
う
場
面
が
あ
っ
た
。

　

中
学
校
で
は
、
熱
中
症
の
生
徒
は
い

な
い
が
、
集
中
力
が
欠
け
て
し
ま
う

こ
と
が
あ
っ
た
。

③
教
育
環
境
の
向
上
や
健
康
面
か
ら
も
、

エ
ア
コ
ン
の
早
期
設
置
が
必
要
。
実

施
計
画
に
事
業
費
を
計
上
し
た
。

村　

長

④
学
習
環
境
の
整
備
は
村
の
責
務
。
早

期
に
全
教
室
に
設
置
し
た
い
。

質　

問

①
「
通
学
路
交
通
安
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
」

に
あ
る
通
学
路
要
対
策
箇
所
に
つ

い
て
、
実
施
状
況
と
早
期
完
成
に
向

け
た
村
の
取
り
組
み
は
。

②
通
学
路
の
緊
急
点
検
が
実
施
さ
れ
た

が
、
点
検
結
果
と
対
応
・
対
策
は
。

③
地
域
ぐ
る
み
で
子
ど
も
を
守
る
連
携

体
制
な
ど
、
総
合
的
な
防
犯
対
策
の

強
化
が
急
務
だ
が
「
登
下
校
防
犯
プ

ラ
ン
」
に
基
づ
く
対
応
は
。

土
屋
建
設
課
長

①
未
実
施
の
村
道
は
、
計
画
的
に
実
施

す
る
。
県
道
馬
曲
木
島
停
車
場
線

「
西
小
路
工
区
」
は
、
用
地
補
償
を

一
旦
終
了
し
、
平
成
31
年
度
か
ら
着

工
予
定
。
県
道
七
曲
西
原
線
「
中
島

工
区
」
は
、
用
地
補
償
を
進
め
て
い

る
。
県
で
は
国
庫
補
助
事
業
に
よ
る

早
期
実
現
を
要
望
し
て
い
る
。

教
育
長

②
通
学
路
に
は
53
か
所
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀

が
あ
り
、
倒
壊
し
た
場
合
、
村
民
を

含
む
歩
行
者
に
危
険
が
及
ぶ
可
能

性
の
あ
る
箇
所
も
確
認
で
き
た
。

　

関
係
機
関
と
「
通
学
路
の
安
全
点
検

　

・
防
犯
の
観
点
に
よ
る
緊
急
合
同
点

検
、危
険
箇
所
に
関
す
る
情
報
共
有
」

を
含
め
た
合
同
点
検
を
実
施
す
る
。

　
　

点
検
結
果
及
び
対
応
は
、
今
回
作

成
す
る
対
策
案
に
従
い
、
関
係
者
・

所
有
者
に
理
解
・
協
力
を
お
願
い

し
、
該
当
地
区
の
区
長
の
皆
さ
ん
も

含
め
、
関
係
者
と
よ
く
相
談
し
て
進

め
る
。

③
通
学
路
の
防
犯
面
で
は
、
危
険
箇
所

の
情
報
共
有
と
環
境
の
整
備
・
改
善

が
最
重
要
。
子
ど
も
の
被
害
は
、
特

に
下
校
時
に
集
中
し
て
い
る
た
め
、

学
校
で
は
、
現
実
的
で
心
に
染
み
入

る
「
防
犯
教
育
」「
防
災
教
育
」
を

徹
底
す
る
。

　
　

学
校
運
営
協
議
会
で
は
、
見
守
り

隊
を
作
り
、
下
校
時
間
帯
に
不
審
者

対
応
の
抑
止
力
に
つ
な
げ
る
。
子
ど

も
た
ち
の
「
い
の
ち
」
を
守
る
た
め
、

地
域
住
民
全
体
で
連
携
の
強
化
を

図
り
た
い
。

再
質
問

①
早
期
県
道
歩
道
設
置
に
は
、
強
力
な

働
き
か
け
の
必
要
が
あ
る
の
で
は
。

②
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
安
全
点
検
の
呼
び
か

け
と
、
効
果
的
な
対
策
が
求
め
ら
れ

る
。
相
談
窓
口
の
設
置
や
、
ブ
ロ
ッ

ク
塀
点
検
票
等
を
、
広
報
や
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
等
で
広
く
村
民
に
示
す
必

要
が
あ
る
。
ま
た
、
改
修
等
に
対
し

補
助
金
制
度
等
を
検
討
す
る
必
要

が
あ
る
の
で
は
。

③
子
ど
も
を
犯
罪
か
ら
守
る
た
め
に
は
、

子
ど
も
た
ち
が
騙だ

ま

さ
れ
な
い
実
践

的
な
危
険
予
測
や
回
避
能
力
を
身

に
つ
け
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
。

土
屋
建
設
課
長

①
今
以
上
に
、
県
に
要
望
し
て
い
く
。

山
嵜
子
育
て
支
援
課
長

②
窓
口
設
置
、
補
助
制
度
は
、
近
隣
を

調
査
し
て
考
え
る
。

武
田
総
務
課
長

②
広
報
誌
の
中
で
、
村
民
全
体
で
見
守

る
点
も
含
め
て
考
え
て
い
く
。

教
育
長

③
具
体
的
な
場
面
を
想
定
し
、
自
分
の

命
は
自
分
で
守
る
と
い
う
こ
と
を
、

じ
っ
く
り
時
間
を
か
け
て
指
導
し

て
い
か
れ
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。

勝山 　卓 議員

１
．
村
政
運
営
に
つ
い
て

２
．
小
中
学
校
の
空
調
設
備
に
つ
い
て

３
．
通
学
路
安
全
確
保
対
策
に
つ
い
て

質
　
問

質
　
問

質
　
問

再
質
問
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質
問

　
「
こ
れ
か
ら
の
農
村
を
生
き
る
《
み

ん
な
で
楽
し
み
を
つ
く
り
だ
す
村
》」

を
基
本
に
し
た
、
村
の
第
６
次
総
合
振

興
計
画
の
前
期
計
画
の
最
終
年
ま
で
１

年
と
な
っ
た
。

　

人
口
の
減
少
問
題
、
地
域
資
源
を
生

か
し
た
産
業
や
安
心
安
全
な
食
の
確
保
、

世
代
間
で
の
支
え
合
い
や
伝
統
文
化
の

継
承
な
ど
、
村
民
自
身
の
見
つ
め
な
お

し
を
一
層
求
め
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

①
下
位
計
画
の
総
合
戦
略
で
、
目
標
数

　

値
が
あ
る
が
、達
成
予
測
は
い
か
が
か
。

②
目
標
達
成
に
向
け
た
、
具
体
策
は
い

　

か
が
か
。

③
村
民
提
言
の
活
用
は
ど
う
す
る
か
。

村　

長

　

村
民
の
自
発
的
な
取
り
組
み
等
、
改

め
て
感
謝
す
る
。

　

計
画
に
沿
っ
た
取
り
組
み
を
進
め
、

計
画
内
容
を
検
証
す
る
。

武
田
総
務
課
長

①
出
生
率
は
概
ね
達
成
し
て
い
る
。
社

会
増
を
目
指
し
て
い
く
。

②
計
画
策
定
項
目
ご
と
、
一
つ
ひ
と
つ

を
常
に
検
証
し
、
必
要
な
修
正
を
加

え
て
、
引
き
続
き
取
り
組
む
。

③
事
業
に
反
映
で
き
る
提
言
を
加
え
て

基
本
計
画
を
定
め
て
き
た
。
後
期
に

つ
い
て
も
、
村
民
の
意
見
を
聞
い
て

反
映
し
て
い
く
。

再
質
問

　

村
長
が
誰
に
な
ろ
う
と
も
村
民

フ
ァ
ー
ス
ト
の
行
政
が
継
続
で
き
る
自

治
基
本
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
、
ど
の

よ
う
に
考
え
る
か
。

村　

長

　

自
治
基
本
条
例
に
関
わ
ら
ず
、
役
場

は
本
来
、
住
民
福
祉
向
上
の
組
織
で
あ

り
、
果
た
す
の
は
当
然
の
こ
と
。

質　

問

　

就
農
者
の
減
少
・
高
齢
化
等
に
伴
い
、

多
く
の
農
地
を
守
り
、
農
家
経
済
の
安

定
を
図
る
上
で
、
大
規
模
経
営
は
避
け

て
通
れ
な
い
現
実
で
あ
る
。
大
型
農
機

具
の
活
用
や
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
活
用
が
で
き
る

圃ほ
じ
ょ
う場

の
整
備
や
水
路
の
整
備
等
、
喫
緊

の
課
題
に
な
っ
て
く
る
。
５
年
で
、
村

の
農
業
環
境
は
変
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

農
地
保
有
者
と
耕
作
者
が
異
な
る
な
ど
、

利
害
関
係
が
複
雑
に
な
る
中
で
、
村
が

率
先
し
て
事
業
の
推
進
を
図
ら
な
け
れ

ば
、
基
幹
の
農
業
は
ま
す
ま
す
衰
退
す

る
が
、
方
策
は
い
か
が
か
。

村　

長

　

農
家
は
少
数
の
担
い
手
と
多
数
の
土

地
持
ち
非
農
家
の
二
極
化
が
更
に
進
む

と
予
想
し
て
お
り
、
地
域
に
お
い
て
も

人
口
減
少
に
よ
り
、
集
落
機
能
の
脆
ぜ
い
じ
ゃ
く弱

化
が
進
行
し
て
い
る
。

　

高
齢
化
、
人
口
減
少
等
、
農
村
社
会

の
変
化
や
、
新
た
な
農
政
を
踏
ま
え
た

適
切
な
「
産
業
政
策
」、「
地
域
政
策
」

を
両
輪
と
し
て
推
進
す
る
。
農
業
の
持

続
的
発
展
と
農
村
地
域
の
維
持
・
発
展

の
確
保
が
重
要
と
認
識
し
て
い
る
。

髙
木
産
業
課
長

　

多
面
的
機
能
支
払
交
付
金
事
業
の
取

組
団
体
は
、
村
内
で
18
団
体
。
う
ち
17

団
体
が
、
水
路
改
修
に
取
り
組
む
予
定
。

土
地
は
私
有
財
産
で
あ
り
、
所
有
者
や

利
用
者
の
意
向
が
最
も
重
要
で
あ
り
、

発
生
事
案
に
よ
り
、
必
要
な
場
合
は
実

施
計
画
へ
計
上
す
る
。

再
質
問

　

村
の
基
幹
と
し
て
、
水
稲
栽
培
が
大

前
提
で
あ
る
が
、
国
の
主
食
用
米
の
需

要
が
毎
年
減
っ
て
い
る
現
状
で
、
将
来

に
向
け
、
手
遅
れ
に
な
る
心
配
が
あ
る
。

髙
木
産
業
課
長

　

大
幅
な
農
業
環
境
の
変
化
に
対
し
、

積
極
的
に
検
討
し
て
い
く
問
題
と
認
識

し
て
い
る
。

再
々
質
問

　

村
民
経
済
を
ど
う
す
る
か
、
他
の
方

策
も
含
め
、
全
体
を
視
野
に
進
め
ら
れ

た
い
。

村　

長

　

安
定
的
に
村
の
農
業
が
成
長
で
き
、

維
持
で
き
る
方
法
に
つ
い
て
、
情
報
を

得
な
が
ら
、
最
終
的
に
は
農
家
の
皆
さ

ん
の
意
向
等
を
尊
重
し
進
め
た
い
。

質　

問

　

障
害
を
お
持
ち
の
村
民
へ
の
施
策
は
、

村
の
福
祉
事
務
施
策
の
基
本
。
人
権
施

策
も
、
村
は
先
駆
的
に
「
人
権
擁
護
条

例
」
を
制
定
し
、
村
民
の
意
識
改
革
に

意
を
用
い
て
き
た
。
こ
の
法
律
は
、
極

め
て
胸
に
落
ち
る
。「
障
害
者
雇
用
促

進
法
」
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
よ
う
な

報
道
が
あ
る
が
見
解
は
。

村　

長

　

障
害
者
の
法
定
雇
用
率
達
成
に
精
一

杯
取
り
組
む
地
方
自
治
体
と
し
て
、
大

変
残
念
で
あ
る
。

竹
原
民
生
課
長

　

現
在
の
各
種
福
祉
施
策
が
、
十
分
と

は
思
っ
て
い
な
い
。
関
係
組
織
等
で
、

連
携
・
協
調
し
、
よ
り
良
い
福
祉
施
策
、

特
に
障
害
者
福
祉
施
策
を
進
め
た
い
。

再
質
問

　

雇
用
率
は
達
成
さ
れ
て
い
る
か
。

　

職
員
体
制
の
変
化
に
対
し
、
村
民
福

祉
の
向
上
に
邁ま
い
し
ん進
で
き
る
か
。

武
田
総
務
課
長

　

達
成
は
で
き
て
い
る
。

竹
原
民
生
課
長

　

精
一
杯
村
民
に
寄
り
添
い
、
努
力
し

て
い
き
た
い
。

２
．
多
角
的
農
業
基
盤
の
確
立
を

１
．
第
６
次　
村
総
合
振
興
計
画
の

進
捗
状
況
に
つ
い
て

３
．
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消

の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
つ
い
て

質
　
問

再
質
問

再
質
問

質
　
問

再
質
問

再
々
質
問

質
　
問


